




























1.はじめに 

近年,周産期死亡,乳児死亡は著しく減少したが,その原因のなかで先天異常の占める割合

は,ますます大きくなってきており,昭和 57 年では新生児死亡の 22.5%,乳児死亡の 27.7%

を占めている。また,欧米各国では,あの「サリドマイド」の経験を生かし,二度と同じこと

を繰り返さないために,常に先天異常の発生状況を把握し,異常の出現をいち早く発見し,

警報を発し,その対策を立てるべく「先天異常モニタリング」が行われている。わが国にお

いても,日本母性保護医協会,東京都立病院グループ,日赤病院グループなどによって,先進

的に「病院ベース」の先天異常モニタリングが行われてきた。大阪府における先天異常モ

ニタリング実地調査は「人口動態ベース」の先天異常モニタリングとして試行し,本調査に

おける問題点を浮彫にし,その解決策をたてるとともに,先天異常モニタリングを全国にお

し広げる基礎づくりを目的として開始された。 

本年度は,いままでおこなってきた新生児調査を継続して実施するとともに,わが国での統

一した先天異常モニタリングをおこなうために,並行して先天異常モニタリング実施調査

を行っている神奈川,鳥取班と協力して,共通調査項目,共通マーカーなどの決定や,定期的

報告集計について検討し,合意を得た。今後,各項目,マーカー奇形の定義,診断基準,除外事

項などについて,引き続き,各班の間で調整することとなった。 

大阪班では 3班で合意した共通項目,マーカー奇形を組み入れた新「新生児調査票」を作成

し,それを使用して新生児調査をおこなう準備をおこなった。 


